
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
七
月
十
五
日

（
号
外
二
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

号 外 ２

平成 15 年

7 月15日（火曜日）

一

規
　
　
則

香
川
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
障
害
福
祉
課
）

一

香
川
県
看
護
学
生
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

医
務
国
保
課
）

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

二

香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
及
び
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

三

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　

）

四

香
川
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
七
十
九
号

香
川
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
香
川
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
香
川
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
香
川
県
規
則
第
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
）

第
二
条
　
条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
機
関
の
長
又
は
精
神

保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
指
定
医
と
す
る
。

一
　
香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

二
　
香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
西
部
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー

三
　
香
川
県
知
的
障
害
者
相
談
所

四
　
香
川
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

第
四
条
第
一
項
中
「
こ
の
制
度
」
を
「
共
済
制
度
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
に
」
を
「
い
ず

れ
か
に
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
附
則
第
三
項
本
文
」
を
「
附
則
第
二
項
本
文
」
に
、
「
附
則
第
三
項
」
」
を
「
附

則
第
二
項
」
」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
（
表
面
）
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
香
川
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香

川
県
規
則
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
附
則
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
香
川
県
心
身
障
害
者
扶

養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
第
二
条
及
び
第
五
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
看
護
学
生
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
八
十
号

香
川
県
看
護
学
生
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規

則

死
亡
証
明
書
　
　
　
死
亡
証
明
書
（
死
体
検
案
書
）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
七
月
十
五
日

（
号
外
二
）

二

香
川
県
看
護
学
生
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
香
川
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
三
項
中
「
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
医
療
施
設
等
（
以
下
「
特
定
医
療
施

設
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
又
は
次
条
第
六
号
若
し
く
は
第
七
号
に
掲
げ

る
施
設
」
を
「
次
条
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
特
定
医

療
施
設
等
の
う
ち
、
条
例
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
又
は
次
条
第
六
号
若
し
く
は
第
七
号
に

掲
げ
る
施
設
」
を
「
次
条
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
特

定
医
療
施
設
等
（
条
例
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。
）
」
を
「
次
条
各
号
（
第
九
号

を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
施
設
等
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
特
定
医
療
施
設
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
施
設
等
は
、
次
の
と
お
り
」

を
「
医
療
施
設
等
は
、
県
内
の
次
に
掲
げ
る
施
設
等
（
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
県
外
の
施

設
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
第
八
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
十

四
号
と
し
、
第
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
中
第
一
号
を
第
十
号
と
し
、

同
条
に
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
と
し
て
次
の
九
号
を
加
え
る
。

一
　
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院

二
　
医
療
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所

三
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生

労
働
大
臣
の
指
定
し
た
国
立
療
養
所

四
　
児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
重
症
心
身
障
害
児
施
設

五
　
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
母
子
健
康
セ
ン
タ

ー
六
　
町

七
　
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保

健
施
設

八
　
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
法
第
七

条
第
八
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
事
業
所

九
　
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十

七
号
）
第
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
施
設

第
一
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
看
護
職
員
の
業
務
）

第
一
条
の
四
　
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
医
療
施
設
等
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
　
前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
施
設
　
助
産
師
の
業
務

二
　
前
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
等
　
第
一
種
修
学
資
金
の
貸
付
け
に
あ
つ
て
は
保
健
師
の
業
務
、
第

二
種
修
学
資
金
の
貸
付
け
に
あ
つ
て
は
保
健
師
又
は
看
護
師
の
業
務

第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
病
院
」
を
「
第
一
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
一
条
の

三
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
八
号
」
を
「
第
一
条
の
三
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
」
に
改
め
、

同
項
第
四
号
中
「
条
例
第
三
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
一
条
の
三
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
一
条
の
三
第
七
号
及
び
第
八
号
」
を
「
第
一
条
の
三
第
八
号
及
び
第
十
五
号
」

に
、
「
条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
六
号
」
を
「
同
条
第
一
号
か
ら
第
五

号
ま
で
又
は
第
七
号
」
に
改
め
、
「
又
は
第
一
条
の
三
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
八
十
一
号

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
香
川
県
規
則
第
三

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
七
月
十
五
日

（
号
外
二
）

三

三
　
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構

第
三
条
第
七
号
及
び
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
　
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

八
　
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
及
び
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
八
十
二
号

香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
及
び
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

（
香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
香
川
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
の
適
用
を
除
外
す
る
広
告
物
又

は
こ
れ
を
掲
出
す
る
物
件
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
基
準
」
に
、
「
も
の
」
を

「
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

条
例
第
五
条
第
一
項
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
公
益
上
必
要
な
施
設
又
は
物
件
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
号
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
広
告
表
示
面
積
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
中
「
ち
り
屑
入
れ
」
を
「
く
ず
入
れ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
こ
な
わ

ず
、
か
つ
」
を
「
損
な
わ
ず
、
か
つ
、
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
九
条
の
」
を
「
第
九
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
又

は
廃
止
届
」
を
削
り
、
「
屋
外
広
告
業
届
出
事
項
変
更
（
廃
止
）
届
」
を
「
屋
外
広
告
業
届
出
事
項
変

更
届
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
　
条
例
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
屋
外
広
告
業
廃
止
届

屋
外
広
告
業
廃
止
届
（
第
四
号
様
式
の
三
）

第
七
条
第
二
項
中
「
受
理
し
た
」
を
「
受
け
た
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
　
知
事
は
、
条
例
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
る
届
出
事
項
変
更
届
を
受
け
た
と
き
は
、
前
項
の
屋
外
広
告
業
届
出
済
証
を
書
き
換
え
て

交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、「
見
え
や
す
い
」
を
「
見
や
す
い
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
各
号
に
掲
げ
る
講
習
要
目
と
し
、
そ
の
講
習
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
掲
げ
る
時
間
」
を
「
と
お
り
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
六
時
間
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「

四
時
間
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
八
時
間
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
三
条
」
を
「

第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
四
十
四
条

第
一
項
第
一
号
の
」
に
、
「
第
二
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
又
は
」
を
「
同
項
第
二
号
の
第
二
種
電
気

主
任
技
術
者
免
状
又
は
同
項
第
三
号
の
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
三
注
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
三
小
豆
総
合
事
務
所
（
監
理
課
）
屋
外
広
告
物
条
例
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
中

第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
五
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
六
号
と
し
、
同
項
同
欄
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三

号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
二
号
中
「

」
を
「

１
　
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

ア
　
屋
外
広
告
業
を
営
む
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
は
、
屋
外
広
告
業
届
出
済
証

イ
　
営
業
所
に
置
く
講
習
会
修
了
者
等
を
変
更
し
た
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類

ウ
　
屋
外
広
告
業
を
廃
止
し
た
場
合
は
、
屋
外
広
告
業
届
出
済
証

禁
止
区
域
内
の
公
共
的
目

的
を
も
つ
た
広
告
物
等
及
び
特
例
の
広
告
物
等
　
　
　
本
庁
で
報
告
を
徴
し
、
又
は
立
入
検
査
を
行
わ

せ
る
場
合

法
令
の
規
定
等
に
違
反
し
た
者
に
　
　
　
許
可
の
条
件
に
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」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
三
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

別
表
三
土
木
事
務
所
屋
外
広
告
物
条
例
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
中
第
七
号
を
第
八
号

と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
五
号
中
「

」
を
「

」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
六
号
と
し
、
同
項
同
欄
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、

同
項
同
欄
第
二
号
中
「

」
を
「

」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
三
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
八
十
三
号

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則

（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
三
十
一
の
項
イ
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項

第
十
一
号
ハ
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
二
号
ハ
」

に
改
め
、
同
項
ロ
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
二
号
ニ
」

を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
三
号
ニ
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

違
反
し
た
者
等
の

２
　
禁
止
区
域
等
に
お
け
る
公
共
的
団
体
の
広
告
物
の
表
示
等
を
承
認
す
る
こ
と
（
本
庁
で
承

認
し
た
も
の
を
除
く
。
）
。
（
条
５
条
１
項
４
号
）禁
止
区
域
内
の
公
共
的
目
的
を
も
つ
た
広
告

物
等
及
び
特
例
の
広
告
物
等
　
　
　
本
庁
で
報
告
を
徴
し
、
又
は
立
入
検
査
を
行
わ
せ
る
場
合

法
令
の
規
定
等
に
違
反
し
た
者
に
　
　
　
許
可
の
条
件
に
違
反
し
た
者
等
の

２
　
禁
止
区
域
等
に
お
け
る
公
共
的
団
体
の
広
告
物
の
表
示
等
を
承
認
す
る
こ
と
（
本
庁
で
承

認
し
た
も
の
を
除
く
。
）
。（
条
５
条
１
項
４
号
）


